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令和７年中の交通事故による死者数は19人と、昭和35年に施行された道路交通法に基づ

いて統計を取り始めて以降、最少となりました。しかし、65歳以上の高齢者の死者数は14

人と、死者数全体の73.7％を占め、死者に占める高齢者の割合は全国ワースト３位でし

た。高齢者の死者数を状態別にみると、四輪乗車中が５人、二輪乗車中が３人、歩行中が

４人、自転車乗車中が２人となっています。

今年に入り、交通事故死者数は２月末現在で５人となっており、うち高齢者は４人と、

死者数全体の80％を占めており、依然として高い水準となっています。

【歩行者の方へ】
・横断歩道がある場所の付近では横断歩道を利用し、信号を必ず

守りましょう。
・道路を渡るときは手をかざすなどドライバーに意思表示を行い、
安全を確認しましょう。

・夜間に出かけるときは明るい色の服装や反射材を身につけましょう。

【運転者の方へ】

・交差点では一時停止と安全確認を徹底しましょう。
・慣れた道でも油断せず速度を控えめにしましょう。

・夕方以降は早めにライトを点灯しましょう。
・全ての座席においてシートベルトを着用し、自らの命と
同乗者の命を守りましょう。

・自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
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